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職員の懲戒処分について 

 

標記について、下記のとおり懲戒処分を行いましたので、公表いたします。 

 

【事案１：欠勤事案】 

 ① 事案概要 平成２７年３月２５日（水）の１日、子ども・福祉部障がい福祉課職員 

        が無断で勤務を欠いたもの。 

 ② 処分日  平成２７年６月２９日 

 ③ 被処分者 子ども・福祉部障がい福祉課 一般職員 ２５歳  男 

 ④ 処分内容 減給１０分の１、１ヵ月 

        （根拠法令：地方公務員法第２９条第１項第１号及び第２号） 

 

【事案２：交通事故（人身事故）事案】 

① 事案概要 平成２５年１２月４日（水）午前１０時２５分頃、市民生活部税務課 

       所属非常勤嘱託員が、市税業務のため公用車を運転し、市道の交差点 

       に赤信号を見落として進入した際、原動機付自転車と接触し転倒させ 

       た。その結果、原動機付自転車の運転者に後頭部打撲や挫創で全治 

       １０日間、右肩関節損傷全治２週間の負傷をさせた。また、被害者に 

       後日、下顎骨に骨折があったことが判明したもの。 

② 処分日  平成２７年６月２９日 

③ 被処分者 市民生活部税務課 非常勤嘱託員 ６３歳  男 

④ 処分内容 戒告（根拠法令：河内長野市非常勤嘱託員の任用に関する要綱第２４ 

       条第１号） 

 

【事案３：公務中の公用 PC の私的利用事案】 

 ① 事案概要 平成２７年６月３日（水）午前４時３０分頃、指令管制室勤務員の監督 

        のため入室していた当該職員が、指令管制室の公用パソコンでインター 

        ネットに接続、私的目的でヤフージャパンのマイオークション等の閲覧 

        を約２０分間行ったもの。 

 ② 処分日  平成２７年６月２９日 

 ③ 被処分者 消防本部消防署警備第３課 参事兼課長補佐 ５６歳  男 

 ④ 処分内容 戒告（根拠法令：地方公務員法第２９条第１項第１号及び第２号） 

 ⑤ その他  当該職員から降任届が提出され承認。 

 

【問い合わせ先】 

〇上記の事案１及び２について 

 河内長野市総合政策部人事課 ０７２１－５３－１１１１ 

〇上記の事案３について 

 河内長野市消防本部消防総務課 ０７２１－５３－００６６ 
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